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■問合せ　ウォーターランド南条  ☎ 0778－47－3711 検  索ウォーターランド南条

★
第
59
回（
２
０
２
５
年
度
）福
井
県
室
内
選
手
権
水
泳
競
技
大
会

開
催
日  

４
月
19
日（
土
）、
20
日（
日
）

《
女
子
》
２
０
０
ｍ
自
由
形

12
歳
以
下
第
１
位  

川
上　
　
凛

５
０
ｍ
平
泳
ぎ

13
歳
以
上
第
２
位  

浦
田　
彩
寧

２
０
０
ｍ
個
人
メ
ド
レ
ー
13
歳
以
上
第
２
位  

浦
田　
彩
寧

★
キ
ッ
ズ
ダ
ン
ス
教
室
受
講
生
募
集
！

対
　
象　
年
長
〜
小
学
３
年
生

日
　
時　
毎
週
木
曜
日

　
　
　
　
午
後
４
時
20
分
〜
午
後
５
時
20
分

受
講
料　
４
、４
０
０
円
／
１
か
月

　
　
　
　
ス
イ
ミ
ン
グ
と
ダ
ブ
ル
受
講
な
ら
６
、０
５
０
円
で
す
。

　
　
　
　
（
２
、７
５
０
円
お
得
に
な
り
ま
す
）

持
ち
物　
シ
ュ
ー
ズ
、
水
分
、
タ
オ
ル

★
ベ
ビ
ー
ス
イ
ミ
ン
グ
教
室
受
講
生
募
集
！

対
　
象　
生
後
６
か
月
〜
未
就
学
児
の
親
子

日
　
時　
毎
週
水
曜
日

　
　
　
　
午
前
10
時
10
分
〜
午
前
10
時
50
分

受
講
料　
１
回
７
０
０
円

　
　
　
　
（
注
）チ
ケ
ッ
ト
制
か
ら
回
数
制
に
変
更
し
ま
し
た
。

 
  

受
講
の
度
、
お
支
払
い
く
だ
さ
い
。

持
ち
物

【
ベ
ビ
ー
】  水
着
・
水
遊
び
用
パ
ン
ツ
・

ス
イ
ミ
ン
グ
キ
ャ
ッ
プ
・
タ
オ
ル

【
お
母
さ
ん
】水
着
・
キ
ャ
ッ
プ
・
タ
オ
ル
・

（
ゴ
ー
グ
ル
は
必
要
な
場
合
）

★
６
月
の
営
業
時
間
の
お
知
ら
せ

〔   

月   

〕午
後
１
時
〜
午
後
８
時
30
分

〔
火
〜
金
〕午
前
10
時
〜
午
後
８
時
30
分

〔   

土   

〕午
後
１
時
〜
午
後
５
時
30
分

〔   

日   

〕休
館
日

ウォーターランド通信ウォーターランド通信

インスタグラム
ウォーターランド南条
ホームペ－ジ

最新の情報などは、ホーム
ページやインスタグラムを
ご覧ください。

■問合せ　南越前町農業委員会事務局（農林水産課内）　☎ 0778－47－8001

電気設備の点検を装った訪問者にご注意ください！
　家庭の電気設備の点検・交換業者と称した業者が訪問し、設備交換等のための高額な契約を
持ちかける事案が発生しています。

私たちの生活にひそむ身近な消費者トラブルや製品情報について、
定期的に発信しています。

消費者通信
第37号

消費者通信
第37号

お困りの際は、福井県消費生活センターまたは総務課までご連絡ください。
■問合せ　福井県消費生活センター　℡ 0776－ 22－ 1102　　
　　　　　総務課防災安全室　　　　☎ 0778－ 47－ 8000（消費者ホットライン）

【事例１】 電力会社の委託を受けたという業者の点検後
に交換工事を契約したが、委託というのはう
そだった。

【事例２】 漏電による火災は保険が下りないと言われ不
安になり契約してしまった。

トラブル回避のポイント
  電話等で点検を持ちかける業者には安易に点検さ
せない。
 その場では契約せず、十分に比較、検討する。
  ４年に１度の法定点検について、日頃から確認し
ておく。

対象可能手続　①国民年金（第１号被保険者）加入の届出 ②国民年金保険料 免除・納付猶予の申請
　　　　　　　③国民年金保険料 学生納付特例の申請 ④国民年金付加保険料納付申出（辞退）の申出
　　　　　　　⑤国民年金付加保険料該当（非該当）の届出 ⑥国民年金保険料の産前産後免除の届出

メリット１メリット１  スマートフォンで簡単に申請できます！　　メリット２メリット２  24 時間 365日、申請できます！
メリット３メリット３  処理状況や申請結果が確認できます！

電子申請の利用方法は？　日本年金機構ホームページをご確認ください。

マイナポータルから　スマホで国民年金手続の電子申請ができます

■問合せ　武生年金事務所　℡ 0778－23－1126
（自動音声案内「２」の後「２」選択）

　　　　　町民税務課　　　☎ 0778－47－8015
国民年金に加入中の方、国民年金に加入される方へ

日本年金機構
電子申請


